
1.保育園の概要

名称 社会福祉法人大家族　ひよこハウス多摩平

種別 児童福祉法第39条第1項に規定する保育所（認可保育所）

施設所在地 〒191-0062　日野市多摩平1-8-2

施設長 園長

開設年月日

電話：042-582-8861　　FAX：042-582-0861

mail ：hiyoko-tamadaira@cosmos.ocn.ne.jp

◆児童福祉法第24条第1項の規定による保育

◆特別保育事業及びその他関連事業

■延長保育事業　■障がい児保育　■乳児(0歳児)保育　■地域支援事業

合計

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳

15人 15人 15人 15人 15人 15人

敷地面積　259.91㎡　　延床面積　521.21㎡　　園庭88.59㎡

構造　鉄筋ALC造2階建て　259.99㎡

2.設置者の概要

名称 社会福祉法人大家族

所在地 〒191-0054　日野市東平山3-1-19

代表者 理事長

連絡先 042-582-8861

設立年月日 平成13年12月1日　（平成25年4月1日社会福祉法人化）

3.職員体制について

園長 保育士 栄養士 調理員 看護師 事務

1名 15名 1名 2名 1名 1名

保育士 保育補助 用務 講師 嘱託医 嘱託歯科医

6名 8名 5名 2名 1名 1名

平成13年12月1日　（平成25年4月1日社会福祉法人化）

建物の規模

常勤

非常勤

社会福祉法人大家族　ひよこハウス多摩平　重要事項の概要

令和8年4月

連絡先

実施事業

利用定員

3号認定 2号認定

90人

◆上記表は作成日現在のものであり、変更が生じる場合があります。



4.保育園の目的及び運営方針等

1.一人一人の育ちを大切に、子どもたちが今幸せで、将来も自分が幸せだと思える

　生き方ができるようになる基礎をつくる

2.保育が小児医療と連携する利点を生かし、子育てを支援する

1.ゆったりとした温かい雰囲気の中で一人一人を大切にていねいな保育を行う

2.自然とのかかわりを大切に、いのちを学び、子どもたちの生きる力を育てる

3.お年寄りとのふれあいを通じて、人生を学び、やさしく思いやりのある子どもを育てる

4.遊びの環境を豊かにして、興味を持って工夫した遊びができるようにし、

　達成感の繰り返しで、がんばれる子どもを育てる

5.小児医療と保育の連携で子どもたちの成長を支える

元気な子　やさしい子　思いやりのある子　たっぷり遊ぶ子　ぐっすり眠る子

自分で考え工夫する子　がんばれる子

5.保育園の開園日、開園時間、保育時間(保育の必要量の区分)及び休園日

（1）開園日 月曜日～土曜日

（2）開園時間 月～金曜日 7：00～20：00（18：01～20：00は延長保育時間）　土曜日 7：00～18：00

7：00～18：00（最長11時間/日）

9：00～17：00（最長8時間/日）

上記の時間外で保護者の就労等により保育の必要がある場合は、延長保育を

ご利用ください。土曜日は延長保育はありません。

延長保育時間　18：01～20：00（月～金曜日）

＊保育の必要量は、「最長で保育園等を利用することができる時間」です。保育の必要量とお子さんの保育

　時間とは異なります。お子さんの保育時間は、認定された保育の必要量の範囲内で、保護者の就労時間・

　通勤時間やお子さんの状況をふまえて決まります。

（3）休園日 日曜日　国民の祝日に関する法律に規定する休日　年末年始（12月29日～1月3日）

＊非常災害または感染症等の発生などの重大かつ緊急を要する状況が生じた場合に

　保育園を休園することがあります。(登園前に災害に関する情報が発令された場合など)

6.保護者の負担について（利用料金等）

◆延長保育料 【保育短時間認定の方】

【保育標準時間認定の方】 料金

料金 ¥900

¥300 ¥600

¥600 ¥300

¥900 ¥0

¥1,200 料金

¥300

＊標準時間・短時間ともに1か月の費用の上限は5,000円です。 ¥600

＊延長保育の利用は、満1歳のお誕生日を迎えてからとします。 ¥900

　19時以降の利用は、完了食を迎えたお子さんが対象です。 ¥1,200

¥1,500

◆給食副食費 【3～5歳児クラス】 4,500/月 ¥1,800

18：01～18：30

17：01～17：30

19：31～20：00

19：01～19：30

保育理念

保育方針

保育目標

上記の時間外での保育

7：30～7：59

19：01～19：30

18：31～19：00

17：31～18：00

降園時間

8：30～8：59

8：00～8：29

18：01～18：30

18：31～19：00

19：31～20：00

登園時間

7：00～7：29

保育短時間認定

保育標準時間認定

降園時間



7.緊急時等における対応方法

◆児童に体調の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに入園児の保護者または

 　医療機関（嘱託医を含む）への連絡を行う等の必要な措置を講じます。

◆保護者と連絡が取れない場合には児童の身体の安全を最優先させ、しかるべき対処を

　行いますのでご了承ください。

管轄 豊田消防署

所在地 日野市神明2-14-3

連絡先 042-581-0119

管轄 日野警察署

所在地 日野市日野590

連絡先 042-586-0110

管轄 佐々木クリニック多摩平

所在地 日野市多摩平1-8-10

連絡先 042-582-2591

管轄 根田歯科医院

所在地 日野市多摩平1-4-2-201

連絡先 042-581-0505

8.非常災害対策

防犯設備 学校110番（非常通報装置）　玄関扉電気錠　警備保障(SECOM）

防災設備 自動火災探知機　煙感知器　排煙装置及び消火器

消防計画届出年月日 日野消防署 豊田出張所　平成29年5月2日　届出済　

防火管理者 園長

定期訓練 ◆避難訓練・消火訓練：毎月1回実施　◆総合防災訓練・引き取り訓練：毎年1回実施

災害発生時の対応 保護者等の引き取りのあるまでの間(開所時間外を含む)、引き続き児童を保護します。

災害時安否情報 災害時の安否情報は、災害用メール「安心伝言板」または「災害用伝言ダイヤル171」

メール配信 にて配信します。

第一避難場所　園庭またはムジカこどもアート

第二避難場所　多摩平第7公園

第三避難場所　日野市立第六小学校

◆南海トラフ地震に関する情報が出た場合の対応について

　保育園においては、お子さんを災害から守るため、全組織をあげて対応するよう備えています。

9.虐待防止等の措置について

保育園は、保育を行う中で虐待を受けたと思われる園児を発見した場合には、児童虐待の防止等に

関する法律の規定に従い、速やかに子ども家庭支援センター・児童相談所等適切な関係機関に

通告する義務があります。

入所児童の虐待防止及び人権擁護等を図るために、必要な体制の整備を行うとともに

職員に対する研修その他の措置を講じます。

児童に不適切な養育の兆候が認められる場合その他必要な場合は、児童虐待の防止等

に関する法律その他の関係法令等に従い、関係機関へ通告等を行うほか、関係機関と

連携し必要な対応を行います。

避難場所

体制整備等

緊急時の対応

対応方法

消防・救急

警察

嘱託医

嘱託歯科医



10.苦情解決について

この苦情解決制度は、従来密室化されやすかった苦情対応をオープンな苦情解決システムに替え、保育園利用

者の権利を守りながら福祉サービスの質を高めることを目的としています。

苦情の申し出を契機に問題の早期発見・早期解決を図ろうとするものです。

◆保育園の窓口で受付担当者に申し出る場合と、第三者委員に直接申し出る場合(いずれも口頭または文書）

　の二通りがあります。

◆第三者委員を設け、施設に直接言いづらいことを中立的な第三者に言えるようにしています。

11.賠償責任保険等の加入

施設管理や施設業務などに起因する対人・対物事故による法律上の賠償責任を保証する

保険に加入しています。

【日本スポーツ振興センターの災害共済給付金について】

保育園では、日頃から安全な保育を心掛けておりますが、万が一の事故に備え園児全員が、独立行政法人

日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度に加入しております。

保育園で保育を受けている時及び通常の経路での登降園中の怪我など、保育園の管理下で起こった災害により

医療機関等を受診した場合に、同制度で定められた災害共済給付金が支給されます。

12.その他

（1）住所、勤務先等家庭の状況に変更があった場合

　　  家庭の状況（住所、勤務先、勤務時間、連絡先、出産・育児休業、家族の異動、支給認定証の記載事項

　　  の変更等）に変更があった場合には、変更届の提出が必要となります。必ず園へ連絡してください。

（2）個人情報の取り扱いについて

　＊保育園では、個人情報を取り扱うすべての者が個人情報の重要性を十分認識し、適正な取り扱いを図る

　　こととします。

【個人情報の利用目的】

保育園では、保護者より口頭もしくは文書により提供を受けて得た個人情報また、日々の保育業務を通して

得た個人情報を「児童福祉法」及び厚生労働省編「保育所保育指針」が示している保育所保育の円滑な実施

以外の目的で利用することはありません。

【個人情報の使用】

個人情報の使用に関して、使用されている方の安全に留意するとともに、情報主体の方の意見を尊重し

個人情報を適切に取り扱います。その上で、園児の園生活において、必要に応じ使用します。

損害賠償

責任保険

◆申し出があった場合、2週間以内に回答します。


